
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の
20
回
目
は
、
先

の
人
事
院
勧
告
、
そ
し
て
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
も
あ
っ
た
、
「
扶
養
手
当
の
見
直

し
」
に
つ
い
て
で
す
。
ご
一
緒
に
学
習
し 

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
⑳

『
扶
養
手
当
見
直
し
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

20
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■11月22日（金）  

○18:30～総支部単代会議 
（会津労働福祉会館） 

■11月25日（月）  

○13:30～退職者移行制度学習会 
（福島GP） 

■11月26日（火）  

○17:45～湯川村職労定期大会 

■11月27日（水）  

○17:45～西会津町職労定期大会 

■11月28日（木）  

○18:30～南会津町職労定期大会 

■11月29日（金）  

○17:30～磐梯町職労定期大会 

 

▼
今
回
の
勧
告
で
は
「
給
与
制
度
の
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
の
た
め
の
改
正
」
の
一
つ
と
し

て
、
「
扶
養
手
当
の
見
直
し
」
が
勧
告
さ 

れ
ま
し
た
。
【
図
表
１
】
が
そ
の
概
要
で

す
が
、
配
偶
者
に
か
か
る
扶
養
手
当
を
２

年
か
け
て
段
階
的
に
廃
止
し
、
そ
の
分
、

子
に
か
か
る
扶
養
手
当
を
増
額
す
る
と
い 

う
内
容
で
す
。 

 

▼
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
勧
告
内
容
に
な
っ

た
の
か
？
政
府
は
、
昨
年
10
月
か
ら
「
年

収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
な
る 

【図表１】扶養手当の見直し概要 

扶養手当 現 行 2025年度 2026年度 

配偶者 

行政職給料表７級以下 6,500円 3,000円 

廃止  

行政職給料表８級 3,500円 廃止 

子（１人当たり） 10,000円 11,500円 13,000円 

【勧告本文から】 
配偶者に係る扶養手当を廃止し、子にかかる扶養手当の月額（扶養親族たる子のうちに満
15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの
間にある子がいる場合にあっては、給与条例第８条第４項の規定により加算される前の
額）を１人につき13,000円とすること。  

■ＰＯＩＮＴ 

 パート・アルバイトで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境を、事業

主と労働者で一緒に実現しましょう。パートやアルバイトで働く人の中には

「もっと働きたいけれど、年収が一定の水準を超えると年金や医療など社会保険

料の負担が発生して手取り収入が減ってしまう」「年収が増えると扶養から外れ

てしまう」といった理由で、働き過ぎないようにしている人も多いでしょう。こ

のように、社会保険料の負担が増えないように年収を抑えようと意識する金額の 

ボーダーラインが、いわゆる「年収の壁」です。  

 年収106万円又は130万円に達すると、それぞれ年額で一般的なケースでは

約16万円又は約27万円の社会保険料の負担が生じます。もちろん社会保険の加

入により傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年 

金が増えたりといったメリットはあります。 

 この「年収の壁」を踏まえて、手取り収入を減らさないように就業時間を調整

するなど、働き控えする人は少なくありません。こうした「働き控え」は、パー

トやアルバイトで働くかたたちの所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を 

加速する原因の一つとなっています。 

 そこで政府は、23年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しま

した。パート・アルバイトで働くかたが「年収の壁」を意識せずに働ける環境づ

くりを支援するため、「年収の壁」を超えても手取り収入が減らないようにする 

ための対策を盛り込んだ内容となっています。 

 

① 【106万円の壁】 
 

○加入制度：厚生年金保険・健康保険 
○対象：従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合 
※2024年10月以降、51人以上の企業に変更 
 
② 【130万円の壁】 
 

○加入制度：国民年金・国民健康保険 
○対象：従業員100人以下の企業などに勤務している場合（①以外の場合） 
※2024年10月以降、50人以下の企業に変更 

【図表２】「年収の壁・支援強化パッケージ」のポイントから 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
１
カ
月
半
と
な

り
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
上
で
は
「
今
年
の 

出
来
事
」
の
記
事
が
チ
ラ
ホ
ラ
…
。 

【
１
月
】
能
登
半
島
地
震
と
日
航
機
・

海
保
機
の
衝
突
炎
上
事
故
、
【
２
月
】

Ｈ
３
打
上
成
功
、
【
３
月
】
ド
ジ
ャ
ー

ス
・
水
原
氏
解
雇
、
【
４
月
】
台
湾
で

Ｍ
７
・
２
、
【
５
月
】
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ

日
米
通
算
２
０
０
勝
、
【
６
月
】
最
多

56
人
届
出
・
都
知
事
選
告
示
、
【
７

月
】
ト
ラ
ン
プ
氏
銃
撃
さ
れ
負
傷
・
パ

リ
五
輪
開
幕
、
【
８
月
】
岸
田
首
相
退

陣
、
【
９
月
】
中
国
深
セ
ン
・
日
本
人

男

児
襲
撃

事
件
、

【

10

月

】
ド

ジ
ャ
ー
ス
・
世
界
一
（
以
上
、
独
断
と 

偏
見
で
抽
出
） 

 
 
 

（
坂
内
） 

も
の
を
始
め
て
い
ま
す
。
【
図
表
２
】

に
、
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
よ
り
、
ポ

イ
ン
ト
の
内
容
を
転
載
し
て
い
ま
す
。 

▼
こ
の
間
、
政
府
全
体
と
し
て
、
配
偶

者
の
「
働
き
控
え
」
を
な
く
す
た
め
、

制
度
の
見
直
し
に
向
け
た
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
下
で
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は

配
偶
者
に
か
か
る
手
当
の
減
少
傾
向
が

継
続
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
勧 

告
内
容
と
な
っ
た
訳
で
す
。 

▼
扶
養
手
当
の
場
合
は
、
そ
の
支
給
要

件
が
、
「
年
収
130
万
円
未
満
」
な
の

で
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
「
働
き
控
え
」

す
る
配
偶
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
「
配

偶
者
に
か
か
る
扶
養
手
当
を
廃
止
し
、

し
っ
か
り
と
働
い

て
も
ら
え
る
環
境

を
整
え
る
。
そ
れ

で

浮

い

た

財

源 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

を
、
子
に
か
か
る
扶
養
手
当
の
増
額
に

充
て
、
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
拡
充
に

つ
な
げ
る 

」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

▼
し
か
し
、
配
偶
者
の
中
に
は
、
「
働

き
た
く
て
も
働
け
な
い
方
」
も
い
る
は

ず
で
す
。
例
え
ば
、
健
康
上
の
問
題

や
、
親
等
の
介
護
が
必
要
な
た
め
で 

す
。
こ
う
い
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ま
で

支
給
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
に
か
か
る
扶

養
手
当
（
現
行
月
額
６
千
５
百
円
）
が

な
く
な
っ
た
ら
、
生

活
を
切
り
詰
め
る
し

か
な
く
な
る
訳
で

す
。
一
律
に
廃
止
す

る
の
で
は
な
く
て
、

「
働
く
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
」
（
認
定
す
る
の
が
大
変
そ

う
で
す
が
）
に
は
、
継
続
支
給
と
な
る

救
済
制
度
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で 

し
ょ
う
か
？ 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

▼
余
談
で
す
が
【
図
表
３
】
の
「
103

万
円
の
壁
」
（
税
金
の
壁
）
で
す
が
、

25
年
に
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
噂
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
年
金
制
度
が
５
年
に
一
度
見
直
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が

25
年
で
あ
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
社

会
保
険
の
扶
養
対
象
の
見
直
し
が
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
す
。
前
述
の
と
お
り
「
働
き
控
え
」

す
る
配
偶
者
に
し
っ
か
り
働
い
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「

103
万
円
の
壁
」
を
上
げ
る
こ
と
に
な

る
訳
で
す
が
、
手
取
り
が
増
え
る
半

面
、
税
収
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
仮

に
178
万
円
に
上
げ
る
と
、
８
兆
円
の

減
収
に
な
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
）
。
当
然
、
財
務
省
と
し
て
は
反

対
す
る
訳
で
、
実
現
で
き
る
の
か
微
妙 

な
情
勢
の
よ
う
で
す
。 

【図表３】「壁」の整理 

① 「103万円の壁」（税金の壁） 
 

 所得税の納税義務が発生する年収の

目安です。年収が103万円を超える

と、48万円の基礎控除と55万円の給

与所得控除を超えた分に対して所得税

が課されます。また、配偶者控除が適

用されなくなるため、所得税・住民税

額が増加となる可能性がある点にも注 

意が必要です。 

 

②「106万円の壁」（社会保険の壁） 
 

 （表面記載のとおり）勤務先の規模

等により、厚生年金保険・健康保険へ 

の加入義務が発生します。 

 

③「130万円の壁」 （社会保険の壁） 
 

  （表面記載のとおり）基本的にすべ

ての人が、親や配偶者の扶養から外

れ、国民年金や国民健康保険の保険 

料の支払いが発生します。  

 

④「150万円・201万

円の壁」（税金の壁） 
 

 所得税の配偶者特別控

除に関わる年収の壁で

す 。 配 偶 者 の 年 収 が

1 5 0 万 円 以 上 に な る

と、配偶者特別控除の控

除額が徐々に減少しま

す。そして配偶者の年収

が201万円以上になっ

た場合、控除が一切受け

ら れ な く な り ま す 。 


